
横浜市立上白根中学校 学校長 様 

治    癒    届 

 

令和   年   月   日 

 

医師の診察の結果、 

 

１ インフルエンザ     ２ 麻疹(はしか)     ３ 風疹 

 

４ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）    ５ 水痘(水ぼうそう) 

 

６ 流行性角結膜炎     ７ 流行性角結膜炎 

 

８ その他(            ) 

 

と診断されました。 

医師の指示のもと、治療が完了して、登校許可を受けましたので届け出ます。 

 

 

学年・組 
 

生徒氏名 
 

保護者氏名 
 

 出席停止期間 

 (月日～月日) 

 

 診察医療機関名 
 

 

 

 

 

※ 保護者がご記入ください。 

※ 次ページの出席停止期間の基準を参考にしてください。 



【参考】学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準 

 

種 類 
感染症の種類   出席停止の期間  の基準   

 

 

第 

一 

種 

エボ ラ 出 血熱 、 クリ ミア ・ コ ン  ゴ出血熱、

痘そ  う、 南米出血熱、ペスト、マールブ  ルグ

病、ラッサ  熱、 急性灰 白髄炎、ジフ テリア、

重  症急性呼吸器症  候群  （ 病 原体 が ベ ー タ コ

ロ ナ ウ イ ル  ス 属 ＳＡＲ Ｓコ  ロナ  ウ イ ル ス で

あるものに限る  。）、中東呼吸器症候群（病 原

体 がベ ー タ コ ロ ナウ イ ルス 属  ＭＥＲＳコロ

ナ  ウイ  ルスであるものに限る  。）及び 

特定鳥インフルエ  ンザ   

 

 

 

治癒するまで   

 

 

 

 

第 

二 

種 

インフルエンザ（ 特 定鳥インフ  ルエンザを

除く  。） 

発症した後５日を 経 過し、かつ  、解  熱し

た後２日（幼児にあっ ては  、３  日）を経

過するまで   

百日咳   特 有 の 咳 が 消 失 す る ま で 又 は ５  日間  の

適 正 な 抗 菌 性 物 質 製 剤 に よ る  治療  が 終

了するまで   

麻しん   解熱した後３日を 経 過するまで   

流行性耳下腺炎   耳 下 腺 、 顎 下 腺 又 は 舌 下 腺 の 腫  脹が  発

現した後５日を経 過 し、かつ  、全  身状態

が良好になるまで   

風しん   発しんが消失するまで   

水痘   すべての発しんが  痂 皮化するま  で 

咽頭結膜熱   主要症状が消退し た 後２日を経  過す  る

まで   

結核   

髄膜炎菌性髄膜炎   

病 状 に よ り 学 校 医 そ の 他 の 医 師  にお  い

て感染のおそれが な いと認め  るま  で 

第 
三 
種 

コレ ラ 、 細菌 性 赤痢 、腸 管 出 血  性大腸菌感

染症  、腸  チフス、パラ チフス、流行性角  結膜

炎、急性出  血性  結膜炎   

 

病 状 に よ り 学 校 医 そ の 他 の 医 師 に お い

て感染のおそれが な い と認めるまで  

 その他 の感 染症 ： その感染拡大を防ぐ   ために、必要があるときに限り、校長が学校医の意

見を聞き、第三種の感染症の「その他  の感染症」として緊急的に措置をとる。  

 


